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１ 総合計画策定体制図
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○地区別懇談会
○分野別懇談会
○グループインタビュー
○ワークショップ
○パブリックコメント
○津山市民満足量調査
○津山まちづくり調査
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２ 総合計画策定の主要な経過

開催日 内容 備考
9月  2日 審議会公募委員選考会議 公募委員の選考
9月  3日 第１回幹事会 計21回開催
9月29日 第１回策定委員会 計20回開催
10月14日 第１回審議会 委嘱状交付、事業概要説明

開催日 内容 備考
1月13日 第２回審議会 データ分析結果報告、懇談会等開催について
1月16日 職員研修会 総合計画策定のポイントと施策の重点化について

1月17日～2月22日 地区別懇談会 計19箇所　692名参加
1月21日～2月  6日 分野別懇談会 計5分野　78団体参加

1月30日 市議会議員懇談会 18名参加
2月17日～3月26日 職員ワークショップ 計3分野　7回開催　

3月14日 グループインタビュー 20代～40代女性6名、60代以上男性3名、女性5名
3月15日 グループインタビュー 50代女性8名
3月23日 第３回審議会 懇談会等結果報告等について
5月23日 ワークショップ（子育て、仕事づくり・人づくり） 子育て班4名参加、仕事づくり班7名参加
5月24日 ワークショップ（公共交通、地域の支え合い） 公共交通班7名参加、支え合い班7名参加
6月  4日 第４回審議会 基本構想骨子案等について
7月  6日 第５回審議会 基本構想案諮問
7月  7日 基本構想案パブリックコメント 7月24日まで
7月21日 市議会議員懇談会（会派代表） 5会派、無所属2名
7月27日 第６回審議会 パブリックコメント等の結果、基本構想案について
8月  6日 第７回審議会 基本構想答申案最終審議
8月10日 基本構想案答申 基本構想案答申書の提出

10月26日
第８回審議会 基本計画案諮問
第１～３分科会（第１回） 基本計画案について

10月27日 市議会議員懇談会（産業委員会） 7名参加
10月29日 第２分科会（第２回） 基本計画案について
11月  2日 第１分科会（第２回） 基本計画案について
11月  4日 第３分科会（第２回） 基本計画案について

11月  9日
第１分科会（第３回） 基本計画案について
小中学生作文選考委員会 小中学生作文優秀作品選考

11月10日
市議会議員懇談会（建設水道委員会） 6名参加
第２分科会（第３回） 基本計画案について

11月11日 市議会議員懇談会（総務文教委員会） 6名参加
11月12日 市議会議員懇談会（厚生委員会） 6名参加
11月13日 第３分科会（第３回） 基本計画案について
11月24日 第９回審議会 基本計画答申案最終審議
12月  2日 基本計画答申 基本計画案答申書の提出

平成27年

平成26年

開催日 内容 備考
1月16日 小中学生作文優秀作品表彰式 小中学生作文優秀作品（8作品）の表彰

平成28年
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３ 各種懇談会開催経過

開催日 町内会支部・審議会名 参加者数 会場

平成27年 1月17日

東津山 17
津山東公民館城　東 11

林　田 15
城　南 13

津山圏域雇用労働センター中　央 11
鶴　城 5

平成27年 1月18日
城　北 13 城西公民館城　西 19
西苫田 60 西苫田公民館

平成27年 1月24日 二　宮 32 二宮公民館
院　庄 37 院庄公民館

平成27年 1月31日
佐良山 34 佐良山公民館
福　岡 17 中央公民館福　南 19

平成27年 2月  1日

一　宮 15
高田公民館高　田 14

高　倉 13
田　邑 28 田邑公民館

平成27年 2月  7日

神　庭 12
清泉公民館滝　尾 9

成　名 10
高　野 18 高野公民館広　野 17

平成27年 2月  8日 東苫田 41 東苫田公民館
河　辺 31 河辺公民館

平成27年 2月14日 加　茂 36 加茂支所加茂地域審議会 2

平成27年 2月15日

勝　北 27 勝北支所勝北地域審議会 4
久　米 35 久米公民館久米地域審議会 3

平成27年 2月22日
阿　波 32 阿波公民館阿波地域審議会 3
大　崎 39 大崎公民館

合計 692

開催日 所属団体種別 参加団体数 会場
平成27年 1月21日 子育て・教育・生涯学習 14 市役所大会議室
平成27年 1月23日 経済・雇用 12 市役所大会議室
平成27年 2月  2日 まちづくり 18 市役所大会議室
平成27年 2月  3日 農業・林業 14 市役所202会議室
平成27年 2月  6日 健康・福祉 20 市役所大会議室

合計 78

１ 地区別懇談会

２ 分野別懇談会
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津総企政第１４０号
平成２７年７月６日

津山市総合計画審議会
会長　杉山　慎策　様

津山市長　宮地 昭範

津山市第５次総合計画基本構想案について（諮問）

　津山市第５次総合計画を定めるにあたり、津山市
総合計画審議会規則第２条の規定に基づき、別添の
基本構想案について、貴審議会の意見を求めたく諮
問します。

４ 総合計画基本構想案についての諮問及び答申

答　申
　

　本審議会は、平成２８年度を初年度とし、平成３７年度を目標年次とする１０ヵ年の「津山市第５次総合計画

基本構想案」の諮問を受け、慎重に審議を行ってきました。

　我が国は、本格的な人口減少・少子高齢社会を迎え、多くの地方都市で、労働力人口の減少による経済の衰退、

社会保障負担の増大などが進行し、市民生活に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。

　一方では、地方分権の進展に伴い、地方自治体の自己決定・自己責任を基本に、まちの魅力づくりや特性を活

かした特色ある地域づくりが求められています。

　こうした情勢を踏まえ、第５次総合計画基本構想では、本市の特性や市民の多様なニーズを把握しながら、市

民一人ひとりが、活き活きと生活していける、住みやすいまちをめざし、市民の夢と希望が実現することを「花

開く」とたとえ、基本理念（めざすまちの姿）を、「彩りあふれる花開く　津山の創造～市民一人ひとりの想い

がかなう　夢と希望の花が咲き誇るまち～」とし、新たな都市を創造するとしました。

　諮問案は、本市をとりまく課題と環境を的確に捉え、これから１０年間の総合的かつ計画的な行政運営の指針

として示されましたが、審議の結果、これからの時代の潮流に立ち向かう強い姿勢を示すため、人口減少社会へ

の挑戦等の記述を加えるなど、諮問案に一部修正を加えて補完し、別添のとおり答申します。

　市長は、答申の趣旨を尊重のうえ、基本構想実現のため、市民との共創、協働をさらに強め、積極的かつ効果

的な施策の展開を図るよう切望します。

　なお、この答申及び審議の過程において各委員から出された提言・意見等を充分踏まえ、今後策定される津山

市第５次総合計画基本計画の中で、活かされるよう希望します。

平成２７年８月１０日

津山市長　宮地 昭範　様

津山市総合計画審議会
会長　杉山　慎策   　 

津山市第５次総合計画基本構想案について（答申）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　津山市総合計画審議会規則第２条の規定に基づ
き、平成２７年７月６日付、津総企政第１４０号を
もって諮問された津山市第５次総合計画基本構想案
について、別紙のとおり答申します。
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５ 総合計画基本計画案についての諮問及び答申

津総企政第２８３号
平成２７年１０月２６日

津山市総合計画審議会
会長　杉山　慎策　様

津山市長　宮地 昭範

津山市第５次総合計画基本計画案について（諮問）

　津山市第５次総合計画を定めるにあたり、津山市
総合計画審議会規則第２条の規定に基づき、別添の
基本計画案について、貴審議会の意見を求めたく諮
問します。

津山市第５次総合計画基本計画案の答申にあたって
　本審議会は、平成２７年９月に定められた基本構想に基づき、平成２８年度から平成３７年度までの１０年間
にわたる津山市の基本的な施策の方向や取組を明らかにした「津山市第５次総合計画基本計画案」について、開
花プログラムごとに３つの分科会に分かれて慎重に審議いたしました。
　審議にあたっては、基本構想で示された基本理念である「彩りあふれる花開く　津山の創造～市民一人ひとり
の想いがかなう　夢と希望の花が咲き誇るまち～」を実現するため、時代の潮流を捉えた課題認識のもと、喫緊
の課題である「人口減少問題」に取り組む姿勢、市民が主役の市政を実現するための「共創・協働」の理念、市
民ニーズを踏まえた施策の方向が盛り込まれているかという点を中心に論議を深め、各委員から多くのご意見、
ご提言を賜りました。
　その結果、本基本計画案は、１０年後の津山市のあるべき姿・方向について、分野ごとに的確な記述がなされ
ており、適切なものと評価します。
　計画推進にあたっては、本答申の主旨はもとより、各分科会の意見、提言を充分に尊重し、計画を計画として
終わらせることなく、適切かつ効果的な施策の実施に着実に取り組むことを希望します。
　なお、計画を具体化するにあたっては、次の点に配慮されるよう申し添えます。

記

１　地域の財産である豊かな自然と歴史・文化を守り、次代に継承するとともに、子育て・教育環
境の整備、医療・介護・福祉サービスの充実、雇用の創出に取り組み、人口減少の抑制に努め、
活力ある持続可能なまちづくりを図ること。

２　少子高齢化、人口減少社会に対応するため、市民、ボランティア、ＮＰＯなどとの共創・協働
により、地域の生活を支える機能を維持するとともに、コンパクトで計画的なまちづくりに取り
組むこと。

３　行財政改革に努め、選択と集中により施策の推進を図るとともに、インターネットなどの各種
情報媒体を活用し、積極的な津山の魅力発信に取り組むこと。

平成２７年１２月２日

津山市長　宮地 昭範　様

　　　　　津山市総合計画審議会
　　会長　杉山　慎策　　

津山市第５次総合計画基本計画案について（答申）

　平成２７年１０月２６日付、津総企政第２８３号
をもって諮問された津山市第５次総合計画基本計画
案について、別紙のとおり答申します。
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６ 津山市議会の議決すべき事件を定める条例

平成２７年７月７日
津山市条例第３１号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第２項に規定する議会の議決すべき事件は，他の条例に定める
もののほか，本市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定，変更又は廃止とする。
　　　付　　則
　この条例は，公布の日から施行する。　

７ 津山市総合計画審議会規則

平成２６年９月１日
津山市規則第３２号

（目的）
第１条　この規則は，津山市執行機関の付属機関設置条例（昭和６２年津山市条例第２４号）第４条の規定により，
津山市総合計画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定めることを目的とする。
（所掌事務）
第２条　審議会は，津山市総合計画に関し，市長の諮問に応じて審議し，その結果を市長に答申するものとする。
（委員）
第３条　審議会は，委員３５人以内をもって組織し，次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
（１） 関係行政機関の職員
（２） 市民団体の代表
（３） 学識経験を有する者
（４） 前３号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める者
２　委員は，当該諮問に係る審議が終了したときは，解任されるものとする。
（会長及び副会長）
第４条　審議会に会長及び副会長各１人を置き，委員のうちから互選によって定める。
２　会長は，審議会を代表し，会務を総理する。
３　副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。
（会議）
第５条　審議会の会議は，会長が必要と認めたときに招集し，会長がその議長となる。
２　審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。
３　審議会の会議において必要と認めたときは，委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。
（庶務）
第６条　審議会の庶務は，総合企画部政策調整室において処理する。
（その他）
第７条　この規則に定めるもののほか，審議会の運営について必要な事項は，会長が審議会に諮って定める。
　　　付　　則
　この規則は，公布の日から施行する。
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８ 津山市総合計画策定委員会設置要綱

平成２６年８月１日
津山市訓令第２０号

改正　平成２７年４月１日訓令第１３号

（目的及び設置）
第１条　津山市総合計画（以下「総合計画」という。）の策定を計画的かつ円滑に推進するため，津山市総合計
画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条　委員会は，総合計画策定に係る総合調整及び原案作成事務を所掌し，その内容を必要に応じて市長に報
告するものとする。
（組織）
第３条　委員会は，委員長，副委員長，顧問及び委員をもって組織する。
２　委員長は，特別理事をもって充て，会務を総理する。
３　副委員長は，教育長をもって充て，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。
４　顧問は，副市長をもって充てる。
５　委員は，総合企画部長，総務部長，総務部参与，財政部長，財政部参与，クリーンセンター建設事務所長，
環境福祉部長，環境福祉部参与，こども保健部長，産業経済部長，産業経済部参与，都市建設部長，地域振興
部長，学校教育部長，生涯学習部長及び水道局長をもって充てる。
（会議）
第４条　委員会の会議は，委員長が必要と認めたときに招集し，これを主宰する。
２　委員長は，必要に応じて委員会の会議に関係職員の出席を求め，その説明又は意見を聴くことができる。
（幹事会の設置）
第５条　委員会の補助機関として，幹事会を置く。
２　幹事会は，幹事長，副幹事長及び幹事をもって組織する。
３　幹事長は，政策調整室長をもって充て，会務を総理する。
４　副幹事長は，財政課長をもって充て，幹事長を補佐し，幹事長に事故があるときは，その職務を代理する。
５　幹事は，政策調整室長，総務課長，財政課長，クリーンセンター建設事務所企画調整官，環境福祉部企画調
整官，こども保健部企画調整官，産業経済部企画調整官，都市建設部企画調整官，地域振興部企画調整官，学
校教育部企画調整官，生涯学習部企画調整官及び水道局企画調整官をもって充てる。
６　幹事会の会議は，幹事長が必要と認めたときに招集する。
（幹事会の所掌事務）
第６条　幹事会は，次の各号に掲げる事務を処理する。
（１）総合計画策定に係る各部署間の連絡調整に関すること。
（２）各部署が作成した計画の素案の調整に関すること。
（３）委員会の会議に付すべき事案の調整に関すること。
（４）前３号に掲げるもののほか委員長の指示事項に関すること。
（ワーキンググループの設置）
第７条　幹事会の補助機関として，ワーキンググループを置く。
２　ワーキンググループは，所属長の推薦する者をもって組織する。
（ワーキンググループの職務）
第８条　ワーキンググループは，幹事会の会議に付すべき事案の調整及び幹事会の指示事項の処理のほか，所属
長の指示により所属部署における計画の素案の調整を行うものとする。
（庶務）
第９条　委員会，幹事会及びワーキンググループの庶務は，総合企画部政策調整室において処理する。
（その他）
第10条　この訓令に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，市長が別に定める。
　　　付　　則
　この要綱は，訓令の日から施行する。
　　　付　　則　（平成２７年４月１日訓令第１３号）
　この訓令は，令達の日から施行する。　　
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９ 津山市総合計画審議会委員名簿

役職 氏名 所属団体等 肩書き 委嘱期間
会　長 杉山　慎策 就実大学・短期大学 副　学　長 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
副会長 村木　正司 岡山県美作県民局 局　　　長 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
委　員 居森　宏治 津山市小学校校長会 会　　　長 平成27年  6月  4日～平成27年12月  2日
〃 鵜﨑　　実 美作大学 教　　　授 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 薄元　亮二 津山市医師会 会　　　長 平成27年  6月  4日～平成27年12月  2日

〃 小椋　　懋 阿波地域審議会
中山間地域懇談会

会　　　長
阿波地域代表 平成26年10月14日～平成27年12月  2日

〃 河原　　淳 津山青年会議所 理　事　長 平成27年  3月23日～平成27年12月  2日

〃 菅田　貞男 加茂地域審議会
中山間地域懇談会

副　会　長
加茂地域代表 平成26年10月14日～平成27年12月  2日

〃 菊岡　美和 公募委員 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 小西大二郎 津山工業高等専門学校 教　　　授 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 坂本　道治 津山市連合町内会 会　　　長 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 須江　健治 津山青年会議所 理　事　長 平成26年10月14日～平成26年12月31日

〃 杉山　和之 久米地域審議会
中山間地域懇談会

会　　　長
久米地域代表 平成26年10月14日～平成27年12月  2日

〃 鈴木　康正 ＮＰＯ法人つやまＮＰＯ支援センター 理　事　長 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 髙山　科子 津山市民生児童委員連合協議会 会　　　長 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 竹内　佑宜 津山市観光協会 会　　　長 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 武川　信吾 津山市体育協会 理　事　長 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 田村　正敏 作州津山商工会 会　　　長 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 土井　京三 津山市社会福祉協議会 常 務 理 事 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 土肥　祥嗣 津山市消防団 団　　　長 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 土居　道宏 津山市小学校校長会 会　　　長 平成26年10月14日～平成27年  3月31日
〃 土居　義幸 津山市保育協議会 会　　　長 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 豊田　昌稔 津山市ＰＴＡ連合会 会　　　長 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 中村　智彦 岡山県津山警察署 署　　　長 平成27年  3月23日～平成27年12月  2日
〃 根岸　健二 岡山県津山警察署 署　　　長 平成26年10月14日～平成27年  2月23日
〃 野々上正成 津山市中学校校長会 会　　　長 平成26年10月14日～平成27年  3月31日
〃 早瀬　賢治 津山農業協同組合 代表理事専務 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 廣本慎太郎 公募委員 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 福田　直樹 津山市森林組合 参　　　事 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 藤本　貴子 津山市愛育委員連合会 会　　　長 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 藤本　　毅 津山市老人クラブ連合会 会　　　長 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 本郷　泰洋 津山市中学校校長会 会　　　長 平成27年  6月  4日～平成27年12月  2日
〃 前田　康孝 中山間地域懇談会 勝北地域代表 平成27年  6月  4日～平成27年12月  2日
〃 牧野　大作 津山商工会議所 会　　　頭 平成26年10月14日～平成27年  2月28日
〃 松尾　直光 津山市医師会 会　　　長 平成26年10月14日～平成27年  6月  3日
〃 松田　欣也 津山商工会議所 会　　　頭 平成27年  3月23日～平成27年12月  2日
〃 八木芙佐子 津山市文化連盟 会　　　長 平成26年10月14日～平成27年12月  2日
〃 山本　祐之 勝北地域審議会 副　会　長 平成26年10月14日～平成27年  3月31日

◇津山市第５次総合計画審議会委員名簿
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役職 氏名 所属団体等 肩書き
座　長 土居　義幸 津山市保育協議会 会　　　長
副座長 豊田　昌稔 津山市ＰＴＡ連合会 会　　　長
委　員 居森　宏治 津山市小学校校長会 会　　　長
〃 薄元　亮二 津山市医師会 会　　　長
〃 菊岡　美和 公募委員 　
〃 髙山　科子 津山市民生児童委員連合協議会 会　　　長
〃 武川　信吾 津山市体育協会 理　事　長
〃 土井　京三 津山市社会福祉協議会 常 務 理 事
〃 藤本　貴子 津山市愛育委員連合会 会　　　長
〃 藤本　　毅 津山市老人クラブ連合会 会　　　長
〃 本郷　泰洋 津山市中学校校長会 会　　　長
〃 八木芙佐子 津山市文化連盟 会　　　長

役職 氏名 所属団体等 肩書き
座　長 松田　欣也 津山商工会議所 会　　　頭
副座長 竹内　佑宜 津山市観光協会 会　　　長
委　員 鵜﨑　　実 美作大学 教　　　授
〃 河原　　淳 津山青年会議所 理　事　長
〃 小西大二郎 津山工業高等専門学校 教　　　授
〃 杉山　慎策 就実大学・短期大学 副　学　長
〃 田村　正敏 作州津山商工会 会　　　長
〃 早瀬　賢治 津山農業協同組合 代表理事専務
〃 廣本慎太郎 公募委員 　
〃 福田　直樹 津山市森林組合 参　　　事

役職 氏名 所属団体等 肩書き
座　長 坂本　道治 津山市連合町内会 会　　　長
副座長 土肥　祥嗣 津山市消防団 団　　　長
委　員 小椋　　懋 中山間地域懇談会 阿波地域代表
〃 菅田　貞男 中山間地域懇談会 加茂地域代表
〃 杉山　和之 中山間地域懇談会 久米地域代表
〃 鈴木　康正 ＮＰＯ法人つやまＮＰＯ支援センター 理　事　長
〃 中村　智彦 岡山県津山警察署 署　　　長
〃 前田　康孝 中山間地域懇談会 勝北地域代表
〃 村木　正司 岡山県美作県民局 局　　　長

◇第３分科会

◇第２分科会

◇第１分科会

● 開花プログラムⅤ：災害への備えと都市機能の充実したまちづくり
● 開花プログラムの推進方策

● 開花プログラムⅢ：雇用の創出とにぎわいのあるまちづくり
● 開花プログラムⅣ：豊かな自然環境の保全と快適に暮らせるまちづくり

● 開花プログラムⅠ：子育て環境の充実と人と文化を育むまちづくり
● 開花プログラムⅡ：健やかで安心できる支え合いのまちづくり
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10 まちづくりに対する市民の意向調査結果

（１）市民意向等の把握と市民参画
　津山市第５次総合計画の策定にあたっては、地区別・分野別懇談会、アンケート調査、ワークショッ
プなど様々な機会で多くの市民参画を得て、市民の意見・提言等を計画に反映した。

（２）意向調査の手法
①　　本市の歴史や特徴、また、人口減少、少子高齢化などの社会情勢の変化などにより生じる問題を、
人口等将来推計などのデータを示しながら、課題として市民と共有したうえで、「１０年後の津山
市」のめざすべき姿について率直な意見を聴取した。

②　　懇談会、アンケート調査により、市民の求めるまちづくりの方向性やその実現のために取り組
むべき施策を見極め、グループインタビュー、ワークショップにより、具体的な事業まで深掘り
して課題を導き出すという手法を用いた。

③　　市民のまちづくりに対する率直な想いや感想、各種調査により導き出された課題に対する評価、
また、本市の施策に対する満足度と重要度を調査するために、「津山市民満足量調査」、「津山市ま
ちづくり調査」を実施した。

（３）意向調査の進め方
　市民の意向調査の実施にあたっては、潜在的ニーズを掘り起こすため、マーケティング手法を取り
入れた。

※マーケティング手法・・・ 市場に存在する需要と供給の原則を行政サービスの取捨選択の根拠とし、市民の潜在的
ニーズの把握と課題解決へのアイデアを聴取するという手法
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ワ
ー
ク

　
シ
ョ
ッ
プ

● 無作為に抽出した市民参加のもと、属性（年齢、性別）別の４～７名のグループに分かれ、
懇談会、アンケート調査をもとに導き出された市が取り組むべき課題（子育て、雇用、
地域づくり等）について、その解決策等を自由に討論
● 市職員参加のもと、７～８名のグループに分かれ、懇談会、アンケート調査をもとに
導き出された課題（子育て、雇用、地域づくり等）について、その解決策を自由に討論

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査　

 

転
出
入
者

 

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

● インターネットアンケート調査 … 無作為に抽出した市民１２８名に対し、懇談会等で
出された意見、提言を踏まえ取り組むべき課題について、インターネットによる意見
聴取
● 転出入者アンケート調査 … 人口の社会減の原因を探るため、転出入者９９７名に対
し、理由等の調査を実施

グ
ル
ー
プ　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

● 無作為に抽出した市民参加のもと、属性（年齢、性別）別の６～８名のグループに分か
れ、懇談会、アンケート調査をもとに導き出された市が取り組むべき課題（子育て、雇用、
地域づくり等）について、その解決策等をインタビュー形式で意見聴取

懇
談
会

ア
ン
ケ
ー
ト

調
査

● 地区別懇談会 … 連合町内会支部単位で市内１９カ所にて開催し、市民からの率直な
意見聴取
● 分野別懇談会 … 子育て、経済、農業など５つの分野の代表者からの意見聴取
●  アンケート調査 … １０年後の津山市に求めることについて、地区別、分野別懇談会
参加者に対し調査を実施（６５１名から回答）

分　
析

● 小学校区ごとの人口等将来推計
● 各種指標の収集、分析
●１０年後の市の姿を予測

市民生活・市政全般に対する市民の評価を数値化
施策の優先順位と市の施策の満足度を比較検討

津山市民満足量調査
無作為に抽出した市民3,000名に対し、子育
て、雇用、地域づくりなど、懇談会からワーク
ショップの中で導き出された市の取り組むべき
課題や日々の生活の中で、率直に感じている思
いをもとに、4段階で評価（回収率４７．３％）

津山市まちづくり調査
無作為に抽出した市民3,000名に対し、市の施
策全般について、満足度と重要度を5段階で評
価（回収率３２．４％）
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取り組むべき課題や政策のポイント
子育て、人づくりに関すること 仕事づくり、定住推進に関すること

◆ 子育て施策の充実
◆ 子どもを産み育てやすい環境づくり
◆ 子育て支援策の拡充
◆  教育施策の強化（人づくり・学力向上）

◆ 雇用の創出
◆ 働く場の確保
◆ 定住推進施策の推進
◆ 企業誘致、新規創業

魅力づくりに関すること 地域づくり、地域間連携に関すること
◆ 津山の魅力づくり
◆ 観光施策の強化
◆ 交流人口増の取り組み強化
◆ 情報発信

◆ 公共交通の充実
◆ 既存施設の有効活用
◆ 地域コミュニティの強化と担い手の育成
◆ 高齢者施策の充実
◆ 広域連携

計画策定にあたっての手法や考え方の視点
総合計画策定に関すること 独自性と情報発信に関すること

◆ 手遅れにならないよう、スピード感を持った取組
◆ 思い切った発想の転換
◆ 従来とは違う手法や考え方への挑戦
◆ 総花でなく、選択と集中
◆ 今ある資源の再発見と活用
◆ ハードよりソフト施策の充実
◆ 若い世代の意見の聴取と活用

◆ 「津山と言えばこれ」と広く知られ誇れる魅力づくり
◆ 他の自治体との競争に勝てる独自性
◆ 皆の希望となるようなシンボル事業の打ち出し
◆ 発信やＰＲの強化
◆ 市民に分かりやすく伝わるような情報発信　　　
◆ 外からの視点の導入

地域づくりに関すること 広域連携に関すること
◆ 各地域の特性を生かしたまちづくり
◆ 地域コミュニティの維持

◆ 圏域で取り組む視点
◆ 県北の拠点都市としての役割

（４）意向調査の内容と調査結果
1　地区別・分野別懇談会及びアンケート調査
　①実施目的… 市民が思う「１０年後の津山市」を実現するために、取り組むべき課題や政策のポイ

ント、そのために必要な手法や考え方についての意見聴取。
　②意見聴取等の結果
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２）５０代女性グループ（主な調査課題：まちの魅力づくり）
抽出されたニーズ 解決のための方策や提案

〇まちに楽しさが欲しい
〇年をとっても働きたい
〇 もっとよいまちにするために自ら関わりたい

◎セールスポイントづくり
◎地域の人や資源をつなげて活用
〇あるものの掘り起こしと情報発信

３）６０代以上男女グループ（主な調査課題：高齢者にとっての暮らしやすさ）
抽出されたニーズ 解決のための方策や提案

〇移動の利便性の向上
〇 年をとっても自信を持って、楽しく暮らしたい
〇将来への安心を得たい
　（不安の払拭）

◎公共交通などの整備
〇民間サービスによる解決への期待
◎地域の助け合いによる解決
〇田舎の良さを活かした規制緩和や独自のルール設定
〇市民への情報共有・伝達の徹底

４）３０～５０代男性グループ（主な調査課題：仕事づくり）
抽出されたニーズ 解決のための方策や提案

〇仕事面で魅力あるまちであってほしい
〇人生を大切にした働き方をしたい
〇企業間の連携を強めてほしい

◎ 高齢者が安心して楽しんで暮らせる「シルバーリゾート
タウン」への全国からの居住者誘致

◎ 産学連携による「津山ならではの技術」の核の確立
〇 津山でしかできない「農林産物の生産・加工・販売」戦
略の立案と実行

※◎は、発言回数・発言者が多かった／同意・賛意を表する者が多かった／話が盛り上がり展開したもの

2　グループインタビュー
　①実施目的… 地区別・分野別懇談会で出された市民の意見等を踏まえ、課題に関する情報収集や、

さらに深掘りすることでニーズを把握し、重点的・戦略的に取り組むべき施策の方向
性（コンセプト）を見出す。

　②意見聴取等の結果

１）２０～４０代女性グループ（主な調査課題：子育てしやすさ・働きやすさ）
抽出されたニーズ 解決のための方策や提案

〇働きやすい預け先
〇安心して子どもを送り出せる場所
〇仕事を選びたい
〇 子どもには自立できる力・コミュニケーショ
ン能力を付けさせたい

◎子育てと両立しやすい働き方
◎公的な子どもの居場所
◎ 地域の顔の見える関係や家族の支えがある土地柄の活用
◎子育て支援に関する複合的な施設の整備
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3　インターネットアンケート調査
　①調査の概要… 地区別・分野別懇談会、アンケート調査（懇談会参加者に対して実施）、グループイ

ンタビューを実施した結果、本市が取り組むべき課題として示された「雇用」、「子
育て」、「交通」に関する９つの施策を提示し、実情とニーズを把握するとともに、「津
山市が今後めざすべき姿」や「整備していく環境」についての「利用意向」、「独自性」、
「推奨意向」をインターネットにより調査。

　②調 査 結 果… 以下の９つの施策について、市民が望み、独自性が高く、他の自治体に住んでいる人
に勧めたいものかどうかという３つの観点から、それぞれ４段階での評価を依頼。結
果は以下の通り。

順　位 施　　　策 評価スコア
第１位 子どもを育てながら働きやすい環境がある ８．６５
第２位 公的で安全な子どもの居場所がたくさんある ８．５７
第３位 便利で使いやすい公共交通が地域の中にある ８．４４
第４位 生活を支える民間サービスを手軽に利用できる制度やしくみがある ８．４３
第５位 地域や家族みんなで子育てを支えてくれる ８．３６
第６位 市からの情報提供が丁寧でとてもわかりやすい ８．３４
第７位 地域が共に助け合い自立していけるしくみがある ８．２４
第８位 田舎らしい生活や習慣が尊重され安心して暮らすことができる ８．１５
第９位 子育て関連の施設が一カ所にまとまっている ７．９８

※評価スコアは１０点満点

4　転出入者アンケート調査
　①調査目的… 本市の転出入者の属性や移動の理由などについて、その実態を把握するために実施。
　②調査結果… 転出入者アンケート調査により、本市の転出入異動者は、２０代～３０代の単身世帯

がもっとも多かった。
異動理由の多くは、「進学」、「就職」であり、また転出先は、岡山県内（特に岡山市・
倉敷市）、続いて関西圏となっており、大学等の学びの場と働く場の確保が求められる
結果となった。
本市に住んだ印象としては、「生活に必要なスーパーや病院があり、自然が豊かで住環
境・教育環境が整っている。また、治安が良い。」という評価をする人が多く、本市の
強みのひとつは、「住みやすさ」であるという結果となった。
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5　市民ワークショップ
　①実施目的… 属性を分け、少人数で話し合うことで、議論が深まり、本市が重点的・戦略的に取り

組むべき施策の方向性（コンセプト）や解決策を見出す。
　②意見聴取等の結果

テ　ー　マ 主　な　提　案

子育てしながら働きやすい津山

（２０代～４０代女性４名）

① もっと子どもを預けやすい「保育園」にする
② 安全に子どもが遊べる場所を増やす
③ 「子どものための複合施設」を整備する
④ 子育てに関する「職場の理解」を促進する
⑤  市役所の窓口（申請・届出など）の順番を小さい子ども連れや、
ベビーカーなどの人を「優先」とする

仕事づくり、人づくりできる津山

（３０代～５０代男性７名）

① 高齢者が安心して楽しんで暮らせる「シルバーリゾートタウン」
をつくる

②  産学連携で「津山ならではの技術」の核を打ち立てる
③ 津山でしかできない「農林産物の生産・加工・販売」戦略
④ 津山にある歴史資源の復元・改修によるファンづくりを行う

便利で使いやすい公共交通がある津山

（６０代以上男性３名、女性３名）

①  隣町と連携したバス路線の整備や、バスの共同運行を行う
②  デマンドバス（タクシー）の運行を行う
③ 「ごんごバス」を、観光客など市外の人が利用しやすいものと
する

④ 高齢者などが、交通手段を使わずに、歩いて日常生活ができる
ような、まち（地域）をつくる

地域で支え合う津山

（２０代～６０代男性４名、女性３名）

① 自然に交流が生まれるような場所を各地域に設置する（公民館
や集会所、公園などを活用）

② 地域の実状を皆で把握し、独自の支え合いのしくみをつくる
③ 不動産屋さんに、地域住民から地域の特徴や情報を提供しても
らい、転入者や引っ越しを考えている人に伝えてもらう

④ 様々な世代が暮らし、保育園と高齢者向けの複合施設を内部に
併設した集合住宅をつくる
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6　職員ワークショップ
　　①実施目的…「子育て」、「働く場」、「人づくり」について、年齢、性別、職場の違う職員同士が、課題

を共有し、自由に討論することで、本市が優先して取り組むべき政策や事業を導き出す。
　②意見聴取等の結果

7　津山市民満足量調査
①調査目的… 日々の生活の中で、率直に感じている思いをもとに、1～6の各種調査等で市民から示

された課題等に関して、市民の満足量を把握することにより、津山市第５次総合計画の
策定及び次年度以降の施策や事業等に活かす。

②集計結果等からの分析結果
　全体的な市民生活に対する満足量、また、評価のポイントは以下のとおり
　　1　日常生活……………住みやすく便利であると感じている
　　2　休日・余暇…………遊ぶ場所等については、不満足であると感じている
　　3　将来への責任………伝統や文化、自然が守られていると感じている
　　4　自分自身……………何かあったときのサポート体制に不安を感じている
　　5　子ども………………教育、学習環境等については、特に不満を感じていない
　　6　高齢者………………高齢化は、後継者問題に加え、課題であると感じている
　　7　近所や地域…………地域での人間関係等については、概ね問題ないと感じている
　　8　仕事や収入…………雇用や経済状態については、不安を感じている
　　9　健康保持……………病気になった時に万全の体制とは感じていない
　　10）   生活の安全…………災害が少なく治安も良いと感じている

テ　ー　マ 主　な　提　案

子どもを産み育てやすい
環境づくりについて

（男性３名、女性４名）

● 子育てのために必要なものは？
　・優遇措置
　・特色ある教育
● 子どもを３人以上産んでもらうために必要なものは？
　・津山に就職すること
　・２５歳までには結婚し、第１子を出産すること

働く場をつくる取組について

（男性４名、女性３名）

● 今後、人口減少に歯止めをかけ、働く場を確保していくために必要なことは？
　・将来的な可能性を感じさせられる業種・企業の誘致又は起業
　・津山市の弱みを強みに変える発想の転換とアイデア
　・「女性」と「高齢者」の働きやすい環境づくり
　・企業の情報発信の強化

次代の人づくりについて

（男性５名、女性３名）

● 人づくりを進めるために、必要なものは？
　・子どもを産み育てやすい環境づくりのための支援措置
　・住んでもらうための津山市の新たな魅力づくり
　・住む場所として、空き家の有効活用
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③評価点一覧表

区分 調査内容 評価点

日常生活

（日々の暮らし）

水道から美味しい水を飲むことができる 73.4
ゴミ出しが苦でなくできる 73.7
家族みんなで朝ご飯が食べられる 73.9
通勤・通学などふだん使う道路が、明るく安全である 66.1
バスや汽車が乗りやすく、便利である 44.6
まちがきれいである 64.8
ふだんの買い物は、家の近くでできる 69.4
市の情報や手続きが、手に入りやすく、分かりやすい 59.2
住みやすいまちである 68.8
どこへでも出かけやすい 62.1
水や空気がきれいで、自然が守られている 75.5
川がきれいで、整備されている 61.0
市役所は親切である 65.2
身近な景観が美しい 71.9
住宅が見つけやすく、借りたり買ったりしやすい 56.8
市が行うイベントは、気軽に参加しやすい 57.7
鳥獣被害に対する対策が十分にとられている 51.2
ITや情報化が進んでいる 53.8
汚水がきちんと処理されている 67.7
まちににぎわいがある 44.2
身近に緑が多い 81.7
省エネルギーや新エネルギーが身近である 56.8
騒音が少なく、静かに生活できる 73.9
夜もゆっくり眠ることができる 78.2
市役所には色々な相談をしやすい 55.0

休日や余暇の時間

（休みや余暇）

公園が、利用しやすく、快適に過ごせる 53.8
いつでもスポーツが楽しめる 58.3
文化活動や講座などに参加しやすい 55.7
ボランティア活動に気軽に参加できる 54.0
公民館や図書館、体育施設などが充実している 66.5
観光地の利用環境が整備されている 58.2
市内で観光やハイキング、散策が楽しめる 60.2
読書に親しむことができる 67.7
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区分 調査内容 評価点

将来への責任

（誇り・願い）

歴史文化遺産が保存され、伝承されている 70.4
伝統文化や芸能が守られ、次代に引き継がれている 64.7
農地や水路、ため池が守られている 65.9
市の財政は健全に運営されている 53.1
周辺のまちや全国のまちとの交流が行われている 50.8
山林が守られている 57.5

自分自身

（自分のこと）

人権が尊重され、一人ひとりが大事にされている 61.0
障害があっても、支障なく社会生活を送ることができる 51.9
性別に関係なく、個性や能力が発揮できる 58.7
ひとり親でも子どもを安心して育てられる 53.2
家族と過ごす時間が十分にある 68.5
家事が大変な時にはサポートしてもらえる 58.7
失業したり、生活が苦しくなっても助けてもらえる 45.7

子ども

（子どもたち）

学校や保育園・幼稚園などの建物や設備が、快適で整備されている 73.6
学校や保育園・幼稚園の先生は信頼できる 72.7
保育園・学校の給食はおいしく、食育もできている 73.5
学校の勉強は楽しく、よく分かる 70.3
子どもは友だちと仲良くできている 79.6
保育園や学童保育に預けやすい 68.3
子どもの学力を高めるための環境が整っている 59.0
幼児に必要な教育を十分に受けることができる 64.6
安心して子供を預けられる場所やサービスがある 63.0
子どもに色々な体験や習い事をさせることができる 63.6
育児・教育の相談や支援を、必要に応じて受けることができる 64.0
課題を抱える子どもたちが十分なサポートを受けている 58.0
ＩＣＴを活用した教育環境が整っている 54.1
一人ひとりの子どもに応じた教育が行われている 54.7
子どもは学校や保育園・幼稚園に行くのが楽しそう 78.8
子どもが病気になっても安心である 60.8
子どもの社会性や生き抜く力が育っている 63.2
子どもが体力を付け、スポーツができる環境が整っている 65.1

高齢者

（お年寄りや家族など）

介護に対するサポートを十分に受けられる 56.5
年をとっても生き生きと暮らしていける 57.3
家業の後継ぎが確保されている 50.5
農家の後継ぎが確保されている 48.2
高齢者がきちんと見守られている 57.9
年をとっても働けるところがある 46.8
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区分 調査内容 評価点

近所や地域など

（地域）

近所付き合いがしやすい 67.2
町内会などの活動が楽しく、参加しやすい 59.6
地域を支える人材が育成されている 52.8
空き家が管理・活用されている 41.7
地域の集まりや交流がしやすい 58.7
リサイクルへの市民の関心が高く、活発に行われている 66.4
自分たちの地域には、地域を自分たちで守る意識がある 67.0
まちづくりに参加できている 51.2

仕事や収入など

（しごと）

仕事が安定している 63.3
自分の仕事にやりがいを感じる 66.9
6次化や新しい産業が創出されている 48.5
働きやすい職場環境である 59.2
勤務・労働条件が守られている 60.0
転職や起業に挑戦できる 45.7
短時間のパートやアルバイトを見つけやすく、働きやすい 48.0
経済活動が活発である 49.3

健康保持

（健康なからだ）

体調が良く、健康的な生活を送れている 76.1
かかりつけの医者がいる 77.2
地元の安全でおいしい農作物が身近に手に入る 76.2
検診や予防など健康管理がしやすい 67.6

生活の安全

（安全・安心）

病気になっても安心である 60.4
災害が来ても安心である 65.4
消費者トラブルがなく、あっても、守ってくれる機関がある 56.4
交通事故の心配がない 63.6
火災などの備えがあり、起きても安心である 55.4
治安が良く、安心である 64.5
歩行者にやさしい道路になっている 55.5
交通ルールが守られており、市民のマナーが良い 52.6
救急医療や高度な治療が受けられる 59.5
防犯活動が活発である 55.8

平均 61.4
※評価点数は１００点満点
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8　津山市まちづくり調査
　　①調査目的…本市の施策に対して、市民の満足度と重要度を調査し、津山市第５次総合計画の策定

及び次年度以降の施策や事業等に活かす。
　②集計結果等からの分析・考察
　　1　満足度…満足度全体の評価点の平均は、５５．３点
　　2　重要度…重要度全体の評価点の平均は、８３．１点
　　3　満足度と重要度の比較…全体の評価点の平均の差は、２７．８点
　　4　全体的なまとめ

　今回の調査は、本市の５５の施策について、「満足しているか」また、「重要であるか」と
いう視点で行った。
　回答結果を数値化し、満足度、重要度とし、相対的に比較したところ、市民の評価としては、
本市の行う施策は、「重要である」という結果となった。
　特に、「子育て支援に関すること」、「生活環境に関すること」、「医療・福祉に関すること」
については、高い数値を示している。
　一方で、満足度については、重要度と同様に、「子育て・教育に関すること」、支え合いに
関係する「医療・福祉に関すること」は高い評価となったが、「雇用」や「定住推進」につな
がる経済活動全般的な施策に対するものの評価は、低い結果となっており、産業振興施策の
強化が求められている。
　総合的に考察した結果、津山市の強みは、「住みやすさ」、「環境のよさ」、「医療・福祉」で
あり、弱みは、「雇用とにぎわいの創出」となった。

　　③評価点一覧表

◆開花プログラムⅠ
大綱 中分類 施策名 津山市まちづくり調査内容 満足度 重要度 差

子
育
て
環
境
の
充
実
と
人
と
文
化
を
育
む
ま
ち
づ
く
り

子どもが健やかに
育つために

妊娠・出産支援の充実 安心して妊娠・出産できる支援が充
実している 64.8 91.1 26.3

乳幼児保健の充実 子どもの健康に対する支援が充実し
ている 64.2 90.6 26.4

幼児教育・保育の充実 子どもが安心して幼児教育や保育を
受けることができる 66.7 92.2 25.4

子育て支援の充実 子育て支援サービスが充実している 60.2 92.2 32.0

次代を担う子ども
のために

義務教育の充実
小中学校の教育内容や指導が充実
し、子どもたちがいきいきと学校生
活を送っている

61.8 91.5 29.7

教育環境の充実 小中学校の施設は、子どもたちにや
さしい施設になっている 63.5 86.1 22.7

高等教育機関との連携 津山市と大学・高専との連携が図ら
れている 56.9 79.7 22.9

家庭・地域の教育力の充
実

家庭と地域が連携して、子どもたち
を育てる体制が整っている 56.6 86.4 29.9

青少年の健全育成 地域と家庭と学校が連携して、青少
年の健全育成活動が実施されている 54.9 85.5 30.6

心も体も元気であ
るために

生涯学習の推進 誰もが等しく学べるよう図書館や公
民館活動などが充実している 65.2 81.8 16.7

スポーツ活動の充実 市民がスポーツ活動を気軽に楽しむ
ことができている 60.4 77.5 17.1

芸術・文化活動の充実 講演会やコンサート、展覧会などの
芸術文化活動が行われている 59.7 74.6 15.0

国際交流・地域間交流の
推進

外国や市外他地域の人たちとの友好
交流が図られている 50.5 71.3 20.9

歴史・文化を守り
伝えるために

歴史文化の継承と文化財
の保存・活用

文化財や伝統文化を保護・継承し、
保存・活用できている 61.7 78.8 17.1

※評価点数は１００点満点
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◆開花プログラムⅡ
大綱 中分類 施策名 津山市まちづくり調査内容 満足度 重要度 差

健
や
か
で
安
心
で
き
る
支
え
合
い
の
ま
ち
づ
く
り

誰もが健康で暮ら
せるために

医療体制の充実 安心の医療体制が整っている 58.7 93.0 34.3

健康づくりの推進 「からだとこころの健康づくり」が推
進できている 59.1 84.5 25.4

支え合いのまちを
つくるために

地域福祉の充実 地域の住民が互いに助け合い、安心
して暮らすことができている 59.7 84.2 24.6

高齢者福祉の充実
高齢になっても介護サービスなどを
利用して、住み慣れた地域で暮らし
続けることができている

58.5 88.5 30.1

障害者福祉の充実 障害者支援サービスなど、障害者福
祉が充実している 59.1 87.0 27.8

低所得者福祉の充実 生活に困った時、相談したり、自立
を支援する体制が整っている 53.7 83.0 29.3

国民健康保険事業の充実
強化

国民健康保険事業の健診と、健康指
導が充実している 65.2 84.6 19.4

人権尊重・平和施策の推
進と男女共同参画社会の
実現

一人ひとりの人権が尊重されている 60.8 83.1 22.3
社会的に男女の格差がなくなり、男
女共同参画が進展している 56.9 78.5 21.7

市民が主役のまち
をつくるために

地域活動の推進と地域力
の強化

町内会活動など、地域活動の充実が
図られている 64.3 77.2 12.9

地域の担い手育成が進み、地域の支
え合いなど、地域力の強化が進んで
いる

52.2 77.5 25.3

◆開花プログラムⅢ
大綱 中分類 施策名 津山市まちづくり調査内容 満足度 重要度 差

雇
用
の
創
出
と
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

経済を発展させ働
く場を維持するた
めに

商業の振興と中心市街地
の活性化

商業施設が充実し、買い物が便利で
ある 57.5 81.2 23.7

中心市街地が活性化し、まちににぎ
わいがある 33.6 76.7 43.1

雇用の創出と定住推進

自分の能力を活かせる企業が誘致さ
れ、働く場が多様で、雇用の場が確
保できている

39.4 85.5 46.1

ⅠＪＵターンの支援や就職情報の提
供がなされ、地元企業への就職が促
進されている

41.7 84.7 43.0

工業の振興 ものづくりの支援が充実し、企業誘
致や新産業の創出が行われている 45.0 81.2 36.3

ずっと続けていけ
る農林水産業のた
めに

農業の振興 農業の担い手が育成、確保され、農
地が有効に利用されている 39.2 80.2 41.0

林業の振興 地域資源の利用を促進し、森林資源
が有効に循環利用されている 42.5 77.1 34.7

農林業の高付加価値化
農林業の６次産業化や農商工連携な
ど、農林産物の付加価値を高める取
組が進んでいる

46.5 80.1 33.6

水産業の振興 各種イベントを通じて、地元産川魚
の消費拡大が図られている 41.2 67.4 26.1

魅力発信できるま
ちになるために 観光の振興

観光資源やイベントが充実してお
り、本市に多くの観光客が訪れてい
る

41.6 79.2 37.5

※評価点数は１００点満点

※評価点数は１００点満点
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◆開花プログラムⅣ

◆開花プログラムⅤ

大綱 中分類 施策名 津山市まちづくり調査内容 満足度 重要度 差
豊
か
な
自
然
環
境
の
保
全
と
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

豊かな環境を次世
代に残すために

低炭素都市の実現
地球温暖化防止のための施策が充実
し、市民への意識高揚が図られてい
る

41.7 78.4 36.7

循環型社会の実現 廃棄物の安全な処理と、資源循環型
社会の実現が図られている 55.7 84.5 28.8

心地よく生活する
ために

生活環境の保全 公害の少ない快適な生活環境が保た
れている 66.3 87.0 20.8

公園整備と緑地保全 公園が快適に利用でき、身近な緑地
が保全されている 56.6 79.9 23.3

水道の安定供給 いつでも安全でおいしい水を飲むこ
とができている 79.3 92.1 12.8

下水道の整備 下水道や合併処理浄化槽の整備が進
み、生活環境が向上している 63.0 85.5 22.5

大綱 中分類 施策名 津山市まちづくり調査内容 満足度 重要度 差

災
害
へ
の
備
え
と
都
市
機
能
の
充
実
し
た
ま
ち
づ
く
り

快適な都市環境を
つくるために

自然と調和した都市整備
豊かな自然と都市が調和した土地利
用ができ、地域の特徴を生かしたま
ちづくりができている

52.7 80.6 27.9

交通基盤の整備 円滑な交通が確保され、安全で快適
な道路整備が進んでいる 53.6 84.9 31.3

公共交通網の充実 誰もが利用しやすい便利な公共交通
網が整備されている 45.7 84.6 38.9

歴史まちづくりと景観の
保全

歴史と文化を活かしたまちづくりを
推進し、美しい景観を保全できてい
る

59.0 79.1 20.2

居住環境の整備 良好な居住環境が整備されている 61.0 81.9 21.0

災害に強くなるた
めに

防災体制の充実と防災意
識の啓発

防災体制が整備され、市民の防災意
識の向上が図られている 55.5 86.0 30.4

災害予防と減災の推進 防災・減災対策が進み、災害予防が
できている 52.9 85.6 32.6

安心して暮らせる
ために

防犯対策と消費者保護 犯罪や消費者被害の心配が少ないま
ちづくりができている 54.3 88.2 34.0

交通安全対策の推進 交通安全対策が進み、交通事故の少
ない安全なまちづくりができている 55.5 87.2 31.7

演習場対策 日本原演習場の対策が図られている 61.7 75.5 13.8

◆開花プログラムの推進方策
大綱 中分類 施策名 津山市まちづくり調査内容 満足度 重要度 差
開
花
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
方
策

効率的な市政を推
進するために

共創・協働の推進 市民と行政による共創・協働のま
ちづくりが推進できている 50.1 78.2 28.1

津山の魅力発信 津山の良さが効果的に発信され、
魅力度アップにつながっている 45.3 80.8 35.5

行財政改革と情報化の
推進

行財政改革が行われ、組織の活性
化と確実で速やかな市民対応がで
きている

46.2 83.0 36.7

圏域の一体的な発
展のために 広域連携の推進 県北の拠点都市として、圏域との

一体的な振興が図られている 49.1 83.0 33.8

※評価点数は１００点満点

※評価点数は１００点満点

※評価点数は１００点満点
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市 長 賞市 長 賞

岡
おか

田
だ

 怜
りょう

也
や

  津山市立佐良山小学校　第６学年

11 小中学生の作文 ～10年後の津山のために～
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市 長 賞市 長 賞

仁
に

木
き

 日
ひ

陽
よ

里
り

  津山市立北陵中学校　第２学年
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市 議 会 議 長 賞市 議 会 議 長 賞

廣
ひろさわ

澤 季
り お

音  津山市立西小学校　第６学年
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市 議 会 議 長 賞市 議 会 議 長 賞

加
か

治
じ

 佳
よし

樹
き

  津山市立北陵中学校　第２学年
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教 育 長 賞教 育 長 賞

畑
はた

田
だ

 香
か

帆
ほ

  津山市立北小学校　第６学年
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教 育 長 賞教 育 長 賞

江
え ば ら

原 朱
あ か ね

音  津山市立久米中学校　第２学年
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総合計画審議会会長賞総合計画審議会会長賞

保
や す だ

田 千
ち よ

代  津山市立成名小学校　第６学年
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総合計画審議会会長賞総合計画審議会会長賞

小
お

椋
ぐら

 歩
ほ

乃
の

香
か

  津山市立津山西中学校　第２学年
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12 用語解説

用　　　語 用語解説

【 

数
字
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト 

】

ＤＶ
（Domestic Violence） 配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力

ＩＣＴ
（Information and
 Communication Technology）

情報通信技術
コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報コミュニケーション技術

ＩＪＵターン
大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称
Iターンは出身地以外の地方へ移住する形態、Jターンは、出身地の近くの地方大
都市圏や中規模な都市に戻り定住する形態、Uターンは出身地に戻る形態を指す

ＪＡＳ
（Japanese Agricultural
 Standard）

日本農林規格
農・林・水・畜産物及びその加工品の品質保証の規格

ＮＰＯ
（Nonprofit Organization） 公益的なサービスを提供し、営利を目的としない民間団体

ＳＮＳ
（Social Networking Service） 人と人とのつながりを電子化して促進・サポートするサービス

３Ｒ
Reduce（リデュース（ごみそのものを減らすこと））、Reuse（リユース（使用
済みになっても再使用すること））、Recycle（リサイクル（使用後に再生資源と
して再使用すること））の３つの英単語の頭文字を表したもの

ＴＰＰ（Trans-Pacific Partnership、
環太平洋戦略的経済連携協定） 環太平洋諸国が締結をめざして交渉を行う広域的な経済連携協定

【 

か 

行 

】

教育相談センター鶴山塾
昭和59年10月に津山市が青少年健全育成事業の一環として、学校、家庭、社会
生活に悩みを持つ子どもや保護者を対象に、温かみのある相談、助言、支援を行
うことを目的として設立した施設

キャリア教育 一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てる
ことを通してキャリア発達を促す教育

緊急遮断弁 大地震などの災害により水道管が被災した場合に、配水池の貯留水の流出を防ぐ
ための装置

緊急輸送道路 震災時に救命活動や物資輸送を円滑に行うための大動脈となる、国・県道や幹線
市道

クラスター ブドウなどの果実や花の房のことで、ある技術や業種を中心としてブドウの粒の
ような個が連携した企業の集合体

グローバル人材 国境を越えて地球規模で活躍できる人

交通結節点 人や物の輸送において、複数の交通手段の接続が行われる場所
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用　　　語 用語解説

【 

さ 

行 

】

再生可能エネルギー
石油、石炭、天然ガスなどの有限な資源である化石エネルギーと異なり、
太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、永続的に利用することが認
められるエネルギー

シェアオフィス 複数の利用者が同じスペースを共同利用するオフィスの形態

シティプロモーション
（City Promotion）

まちの魅力を発見、発掘、創造し、さらに磨きあげ、まちが持つ様々な地
域資源を国内外に発信することで、自らのまちの知名度や好感度を上げ、
地域そのものを全国に売り込む活動

新耐震基準 昭和56年に導入された、建築基準法にもとづく現行の耐震基準

ジェネリック医薬品 新薬の特許が切れた後に販売される医薬品で、新薬と同じ有効成分を同量
含んでおり、同等の効能や効果が得られると認められた価格の安い医薬品

自助・共助 自助は自らの身は自らが守ること、共助は地域や近隣の人が互いに助け合
うこと

重要伝統的建造物群保存地区
市町村が条例などにより決定した伝統的建造物群保存地区のうち、文化財
保護法第144条の規定にもとづき、特に価値の高いものとして国（文部科
学大臣）が選定した地区

循環型社会 廃棄物の発生抑制、循環資源としての再利用、適正処理をすることで、天
然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会

セキュリティポリシー
（Security Policy） 企業や組織において実施する情報セキュリティ対策の方針や行動指針

セーフティネット(Safety Net) 経済的困窮者に対して、最低限の生活を続けられるようにする生活保護な
どの社会保障制度

全国学力・学習状況調査

文部科学省が2007年（平成19年）より日本全国の小中学校最高学年（小
学校第6学年、中学校第3学年）を対象に、学力・学習状況の把握を目的
として行われる調査
年1回・4月に実施している「教科に関する調査」及び「生活習慣や学校
環境に関する質問紙調査」
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用　　　語 用語解説
【 

た 

行 

】

多面的機能支払交付金事業
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図り、地域資源の適切な保全管理を推
進するため、農業者組織や農業者組織と地域住民等を含めた活動組織などが行う活動
に要する経費に対し交付金を支給する事業

第三セクター等改革推進債 総務省が5年間（2009～13年度）の特例で、第三セクターなどの解散や再建を条件に
発行を認めた地方債

地域包括支援センター
介護保険法にもとづき、高齢者の地域ケアの中核拠点として設置され、社会福祉士、保
健師、主任ケアマネジャーなどの専門職を配置し、高齢者や家族からの総合的な相談や、
虐待防止などの権利擁護、関係機関との連携調整などを行う機関

小さな拠点 公民館や小学校区など、複数の集落が集まる地域において、生活環境やコミュニティ
を維持するため、地域活動や交流の拠点となる地区

地球温暖化 人の活動に伴い、二酸化炭素など温室効果ガスの濃度が増加することにより、地球の
平均気温が上昇する現象

着地型旅行 目的地に所在する旅行業者が企画するパック旅行

チーム学校

教員が指導力を発揮できる教育環境の整備として、教員とは異なる専門性や経験を有
する専門的スタッフを学校に配置し、教員と教員以外の者がそれぞれ専門性を連携し
て発揮し、学校組織全体が、一つのチームとして力を発揮することで、学校組織全体
の総合力を高めていこうとするもの

津山珈琲倶楽部
（つやまかふぇくらぶ）

全国に津山の魅力を発信することを目的とした、市外在住者による津山市のファンク
ラブ

津山市特別支援教育推進センター 学校・園を対象とした巡回相談や保護者を対象とした教育相談、教員を対象とした教
育相談、教員や保護者を対象とした研修会などを実施する特別支援教育の拠点施設

つやま新産業創出機構 つやま産業支援センターの前身で、津山地域の産業活性化を目的に創設した「産・学・
官・民」の連携組織

定住自立圏
圏域の中心的な役割を担う「中心市」とその周辺にある「近隣市町村」が、それぞれの
地域資源などを活用して、集約とネットワークにより互いに役割分担し、連携・協力に
より、圏域全体で必要な生活機能を確保し、人口定住を促進しようとするエリア

低炭素社会 地球温暖化の主因とされる温室効果ガスの一つである二酸化炭素の排出量が少ない産
業・生活システムを構築した社会

低炭素都市
再生可能エネルギーの導入、省エネルギー対策の強化、環境負荷が小さいコンパクト
でまとまりのあるまちづくりへの転換などを通じ、市民の生活や事業活動に伴い排出
される二酸化炭素など温室効果ガスを抑制することにより実現される持続可能な都市

電子商取引 インターネットなどのネットワーク上で契約や決済といった商取引

都市公園 都市計画区域内に設置し、都市公園法に定められる公園または緑地

都市のスプロール化 都市が無秩序に拡大していく現象
【 

な 

行 

】

ニート
（Not in Education Employment or
 Training、 NEET）

就学、就労、職業訓練のいずれも行っていないことを意味する用語で、日本では、15
～34歳までの非労働力人口のうち、通学しておらず、家事を行っていない「若年無業者」

農業集落排水事業 農村集落における、汚水などを処理する施設の整備を行う事業

農振農用地 農業振興地域内において、長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として市町村
が用途（農地、採草放牧地、農業用施設用地等）を定めて設定する用地

農地中間管理事業
農地中間管理機構が農業経営のリタイヤ、規模縮小など農地の受け手を探している農
家から農地を借り受け、農業経営の効率化や規模拡大を考えている受け手（担い手農
家等）に貸し付ける事業
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用　　　語 用語解説
【 

は 

行 

】

配水量 浄水場などの配水施設から配水した水量

パブリックコメント
（Public Comment）

市が政策や制度などを決定する際に、市民に公表して意見を聞き、それを考慮しながら
最終決定を行うしくみ

微小粒子状物質（PM2.5） ボイラー、焼却炉、自動車の排気ガス、工場のばい煙や、火山の爆発などで発生する、
大気中に漂う直径2.5μm（マイクロメートル：1μm=0.001mm）以下の小さな粒子

ファシリティ・マネジメント
（Facilities Management、FM）

市の有する建物、構築物等を最適な状態（コスト最小、効果最大）で保有し、運営、維
持するための総合的な管理手法

分散型エネルギー エネルギーの消費地近くに分散配置された比較的小規模の発電設備や熱源機器から供給
される電気や熱といったエネルギー

包括連携協定
市と大学などが、さまざまな分野において相互に協力し、地域社会の発展、人材の育成
及び高等教育機関の振興に寄与するための協定（平成27年10月1日現在では美作学園、
津山工業高等専門学校、岡山商科大学、就実学園、加計学園と協定を締結）

ホストファミリー 海外留学生など外国人を受け入れて世話をする家族

ポポロつやま 市立東小学校内に設置した不登校の児童生徒に対しての相談、支援を行う適応指導教室

ポンプゲート 河川排水路などにおける樋門ゲートと水中ポンプが一体となった強制排水設備
【 

ま 

行 

】

マイナンバー制度
住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野
で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であること
を確認するための制度

めざせ元気！！こけないからだ講座 高齢者が定期的に集まり、歌いながら基本的な動作を繰り返しゆっくり行う体操足腰や
肩の筋肉を鍛えることにより、転倒しないで行動できることをめざした運動プログラム

木質バイオマス 木材に由来する再生可能な資源
【 

や 

行 

】

山崎断層帯 岡山県東部から兵庫県南東部にかけて分布する活断層帯

有収水量 配水した水道水が、実際に使用されて収益となった水量

ユニバーサルデザイン
（Universal Design、UD）

文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用す
ることができる施設・製品・情報の設計（デザイン）

用途地域 都市計画法により、都市の環境保全や利便の増進のため、建物の用途に一定の制限を行
う地域

【 

ら 

行 

】

ライフサイクルコスト
（Life Cycle Cost）

構造物の設計や建設に係る費用のみでなく、供用期間中の維持管理費、解体費なども含
めたトータルコスト

齢級 森林の年齢を5年刻みで区分する単位

歴史的風致 地域固有の歴史や文化を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史的価値の高い
建造物及びその周辺地域が一体となって形成してきた良好な環境

連携中枢都市圏
相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が、近隣の市町村と連携し「経済成長」、
「高次都市機能の集積・強化」や「生活関連機能サービスの向上」に広域で取り組むエ
リア
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